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詫
間
町
を
除
く
6
町
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
隊
の
設

立
に
向
け
て
準
備
が
進
ん
で
い
ま
す
。
12
月
に
は
三
野
町
、

豊
中
町
、
財
田
町
で
「
ま
ち
づ
く
り
推
進
隊
設
立
総
会
」

を
開
催
し
ま
す
。
ま
た
高
瀬
町
・
山
本
町
・
仁
尾
町
で
も

1
月
以
降
の
設
立
総
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
設
立
に
向

け
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
説
明
会
な
ど
の
開
催
状
況
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▲

問
い
合
わ
せ

　

地
域
内
分
権
推
進
課　

☎
73
・
3
0
1
2

　

〜
1
月
10
日
ま
で
の
提
出
に
ご
協
力
を
〜

　

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
1
月
1
日
現
在
の
農
業
委
員

会
委
員
選
挙
人
名
簿
を
調
製
す
る
た
め
、
農
業
委
員
会
の

農
地
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
世
帯
へ
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
と
投
票
も
リ
コ
ー

ル
請
求
も
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
次
の
資
格
要
件
に
該
当
す

る
人
は
、
申
請
忘
れ
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
登
載
申
請
書
が
届
か
な
い
等
ご
不
明
な
点
が
あ

れ
ば
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
農
業
委
員
会
事

務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
選
挙
人
名
簿
登
録
資
格
要
件

①
平
成
25
年
1
月
1
日
現
在
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

②
平
成
25
年
3
月
31
日
現
在
で
年
齢
が
満
20
歳
以
上
の
人

③
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

（
ア
）
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
人

（
イ
）
ア
の
同
居
の
親
族
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
で
、
年
間
お
お
む

　
　
　

ね
60
日
以
上
耕
作
し
て
い
る
人

（
ウ
）
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
農
業
生
産
法
人

　
　
　

の
組
合
員
、
社
員
ま
た
は
株
主
で
、
年
間
お
お
む
ね
60
日

　
　
　

以
上
耕
作
し
て
い
る
人
（※

農
業
生
産
法
人
の
場
合
の
申

　
　
　

請
は
、
様
式
が
異
な
り
ま
す
）

●
提
出
方
法

　

12
月
中
に
関
係
世
帯
へ
送
付
す
る
登
載
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
郵
送
し
て

い
た
だ
く
か
、
直
接
、
農
業
委
員
会
ま
た
は
各
支
所
へ
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

●
提
出
期
限　

平
成
25
年
1
月
10
日
（
木
）
必
着

　
　
　
　
　
　

※

期
限
厳
守
で
お
願
い
し
ま
す

▼
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　

☎
73
・
3
0
0
0

　

農
業
委
員
会
事
務
局　
　
　

☎
73
・
3
0
4
6

6
町
で
設
立
に
向
け
た

準
備
が
進
ん
で
い
ま
す

がんばれ

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
隊
と
は
、
ま
ち
づ
く
り

活
動
を
し
た
い
人
が
自
主
的
に
集
ま
る
、
町

を
単
位
と
す
る
会
員
制
の
組
織
で
す
。
町
民

で
あ
れ
ば
誰
で
も
会
員
に
な
る
こ
と
が
で

き
、
市
か
ら
交
付
金
を
受
け
て
、
ま
ち
づ
く

り
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ん
まちづくり推進隊まちづくり推進隊1年生年生まちづくり推進隊1年生

8

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書

　

住
民
票
に
方
書
が
表
記
さ
れ
ま
す

　

12
月
10
日
か
ら
、
住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明

書
の
住
所
欄
に
ア
パ
ー
ト
名
、
部
屋
番
号
な
ど
の
方
書

が
表
記
さ
れ
ま
す
。

　

近
年
、
市
内
に
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
集
合
住
宅
が
増
え
、

同
じ
地
番
に
多
く
の
人
が
居
住
し
、
住
所
が
分
か
り
に

く
く
大
切
な
通
知
が
届
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
方
書
（
ア
パ
ー
ト
名
、
部
屋
番
号
な
ど
）

を
表
記
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
方
書
表
記
の
例
】

（
今
ま
で
の
表
記
）
三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
2
3
7
3
番

　
　
　
　
　
　
　
　

地
1

（
新
し
い
表
記
）
三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
2
3
7
3
番

　
　
　
　
　
　
　
　

地
1　

△
△
ア
パ
ー
ト
○
○
号

★
こ
れ
ま
で
に
転
入
や
転
居
の
際
に
方
書
の
届
出
を
し

て
い
る
人
は
、
そ
の
ま
ま
表
記
し
ま
す
の
で
特
に
届
出

を
し
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

12
月
10
日
か
ら
方
書
が
表
記
さ
れ
る
人
に
は
、12
月
10

日
以
降
に
各
世
帯
へ
通
知
い
た
し
ま
す
。

★
12
月
10
日
以
前
か
ら
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
ア

パ
ー
ト
な
ど
の
集
合
住
宅
に
住
ん
で
い
る
人
で
通
知
の

届
か
な
い
人
は
、
届
出
に
よ
り
方
書
を
表
記
し
ま
す
。

受
付
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
市
民
課
ま
た
は
各

支
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
届
出
が
で
き
る
人

　

世
帯
主
ま
た
は
同
一
世
帯
の
人

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
お
よ
び
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
健
康
保
険
被
保
険
者
証
な

　

ど
）

▼
問
い
合
わ
せ　

市
民
課　

☎
73
・
3
0
0
5

高
瀬
町

4
月
15
日

8
月
29
日

9
月
10
日

9
月
26
日

10
月
16
日

8
月
23
日

11
月
1
日

8
月
20
日

9
月
12
日

8
月
29
日

9
月
19
日

7
月
3
日

8
月
9
日

（
出
席
105
人
）

7
月
13
日

（
出
席
67
人
）

7
月
24
日

（
出
席
87
人
）

7
月
11
日

（
出
席
101
人
）

7
月
17
日

（
出
席
54
人
）

7
月
19
日

（
出
席
47
人
）

7
月
2
日

7
月
30
日

7
月
6
日

7
月
1
日

7
月
5
日

1
月
以
降

1
月
以
降

12
月
15
日

12
月
22
日

1
月
以
降

11
月
6
日

11
月
19
日

12
月
4
日

11
月
22
日

11
月
20
日

6
月
29
日

12
月
17
日

7
月
31
日

7
月
31
日

8
月
6
日

8
月
1
日

4
月
20
日

5
月
18
日

5
月
25
日

6
月
8
日

10
月
10
日

10
月
23
日

11
月
13
日

11
月
29
日

10
月
3
日

10
月
23
日

11
月
7
日

12
月
5
日

10
月
11
日

10
月
24
日

11
月
9
日

11
月
28
日

8
月
21
日

9
月
5
日

9
月
13
日

8
月
27
日

9
月
27
日

10
月
22
日

4
月
18
日

4
月
19
日

4
月
17
日

山
本
町

三
野
町

豊
中
町

仁
尾
町

財
田
町

1
自
治
会
連
合
会
支
部
総
会

2
市
民
対
話
集
会

3
住
民
説
明
会

　
（
自
治
会
長
+
各
種
団
体
長
）

4
役
員
選
考
委
員
推
薦
会

5
役
員
選
考
委
員
会

7
設
立
総
会

6
設
立
準
備
会

保
険
料
の
収
納
業
務
を
民
間
へ
委
託
し
て
い
ま
す

　

過
去
2
年
以
内
の
国
民
年
金
加
入
期
間
の
う
ち
、

保
険
料
納
付
の
確
認
が
で
き
な
い
期
間
が
あ
る
場

合
、
次
の
委
託
事
業
者
か
ら
電
話
・
文
書
・
戸
別
訪

問
に
よ
り
納
付
の
ご
案
内
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

従
来
、
国
が
行
っ
て
い
た
国
民
年
金
保
険
料
の
収

納
業
務
の
一
部
を
民
間
委
託
業
者
に
委
託
し
、
低
コ

ス
ト
で
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
し
て
委

託
し
て
い
る
も
の
で
す
。

ご
案
内
す
る
委
託
事
業
者
（
善
通
寺
年
金
事
務
所
）

　

事
業
者
名
：（
株
）
バ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ

　

電
話
番
号
：
0
1
2
0
（
9
8
7
）
9
2
7

振
り
込
め
詐
欺
な
ど
に
ご
注
意
！　

●
委
託
事
業
者
は
、
日
本
年
金
機
構
が
発
行
し
た
納

付
書
に
よ
り
最
寄
り
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
お
支
払
い
し
て
い
た
だ
く
よ
う
ご
案
内

し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
銀
行
口
座
を
指
定
し
て

A
T
M
の
操
作
に
よ
り
振
り
込
み
を
お
願
い
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
委
託
事
業
者
が
戸
別
訪
問
す
る
場
合
、
顔
写
真
入

り
の
戸
別
訪
問
員
証
明
書
（
身
分
証
）
を
提
示
し
、

未
納
の
理
由
が
経
済
的
に
困
難
と
い
う
人
に
は
、
年

金
制
度
の
説
明
を
行
っ
た
上
で
免
除
等
申
請
手
続
き

の
ご
案
内
を
し
ま
す
。

※

保
険
料
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
詳
し
く
は
、
善
通
寺
年
金
事
務
所
（
☎
0
8
7
7

　
（
6
2
）1
6
6
0
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊
民
間
委
託
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
日
本
年
金
機
構

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

　
　

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　
　

http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

保
険
料
の
免
除
期
間
・
納
付
猶
予
期
間
が

あ
る
人
へ　

追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す
！

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額
免
除
・
一
部
納

付
）・
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め

た
と
き
よ
り
も
老
齢
基
礎
年
金
の
受
け
取
り
額
が
少

な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
期
間
の
保
険
料
は
、
将
来
受
け
取
る
老

齢
基
礎
年
金
を
増
額
す
る
た
め
に
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き

ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年

度
か
ら
起
算
し
て
3
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
と
、

当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ

ま
す
。

　

追
納
を
希
望
す
る
人
は
、
印
鑑
を
お
持
ち
の
上
、

市
民
課
ま
た
は
各
支
所
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
〈
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
年
金
相
談
〉

　

相
談
料
は
無
料
で
、申
請
の
手
続
き
も
で
き
ま
す
。

日　

時　

12
月
12
日
（
水
）
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

場　

所　

三
豊
市
役
所
西
館

持
参
物　

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど
の
ほ
か
、
相
談

　
　
　
　

者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の

※

代
理
の
人
が
来
る
場
合
は
、
委
任
状
お
よ
び
依
頼

　

を
受
け
た
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の

　

が
必
要
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
高
松
（
オ
フ
ィ
ス
）

　

☎
0
8
7
（
8
1
1
）
6
0
2
0

国民年金のお知らせ国民年金のお知らせ国民年金のお知らせ

▲

問い合わせ　市民課　☎73－3005
　　　　　　　善通寺年金事務所　☎0877－62－1660


